
入院者訪問支援事業について
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※厚生労働省ホームページ「入院者訪問支援事業」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihoukatsu_00003.htmlから抜粋
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★:令和８年度～熊本県精神保健福祉士協会へ委託
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熊本県の取組み状況と今後の予定
令和７年度
【令和７年度訪問支援員養成研修】
開催日:令和７年１０月６日
対象者:５３名（行政職員、精神保健福祉士、相談支援専門員、ピアサポーター等）

【事業説明会】
開催日:令和８年３月１６日
対象:精神科病院、訪問支援員、市町村、保健所

【その他】
・熊本県精神科協会への説明・協力依頼
・各精神科病院への説明（実地指導の場を活用）

■令和８年度
令和８年５月
・熊本県精神保健福祉士協会との委託契約締結
・関係機関への周知文書の発出、事業利用希望者の申込開始
令和８年５～６月
・派遣開始（申込状況による）
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うち、活動意向のある50名を選任
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【参考】市町村⾧同意による医療保護入院後の面会について

■保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領
（令和5年11月27日 障発1127第９号）

第２部 市町村
第３ 業務
３ 医療保護入院に係る市町村⾧同意及び同意後の業務

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条第二項及び第六項
の規定に基づく医療保護入院及びその入院の期間の更新の際に市町村⾧が行
う同意について」（昭和63年６月22日付障発743号発各都道府県知事あて厚
生省保健医療局⾧通知）中の「五 同意後の事務」に定められているとおり、
入院の同意後、市町村の担当者は、速やかに本人に面会し、その状態を把握
することなど、適切に業務を実施すること。また、市町村⾧同意による医療
保護入院者等を中心として、第三者による支援が必要と考えられる者に対し、
傾聴や生活に関する相談、情報提供等を役割とした訪問支援員を派遣するも
のとして法第35条の２において入院者訪問支援事業が法定化された。都道府
県等が本事業を実施している場合においては、市町村⾧同意後の入院者との
面会時にリーフレット等を用いて本事業について紹介するほか、本人が本事
業の利用を希望した際には、訪問が速やかに実施されるように都道府県等と
連携を図ること。


